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判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
契
約
を
結
ん
だ
り
、
預

金
の
払
い
戻
し
や
解
約
、
遺
産
分
割

の
協
議
、
不
動
産
の
売
買
な
ど
を
す

る
必
要
が
あ
っ
て
も
、
判
断
能
力
が

十
分
で
な
い
状
態
で
は
こ
れ
ら
の
こ

と
を
す
る
の
が
難
し
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
よ
く
判
断
が
で
き
ず

に
契
約
を
結
ん
で
し
ま
い
、
悪
徳
商

法
の
被
害
に
あ
う
お
そ
れ
も
あ
り
ま

す
。

　

こ
の
た
め
、
家
庭
裁
判
所
が
、
判

断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
々
を
支
援

す
る
人
（=

成
年
後
見
人
等
）
を
選

ぶ
こ
と
に
よ
り
、
本
人
を
法
律
的
に

支
援
し
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
に
は
、
す
で
に
判

断
能
力
が
低
下
し
て
い
る
場
合
に
利

用
す
る
「
法
定
後
見
制
度
」
と
判
断

能
力
が
あ
る
う
ち
に
将
来
に
備
え
て

契
約
を
結
ん
で
お
く
「
任
意
後
見
制

度
」
の
２
つ
の
仕
組
み
が
あ
り
ま
す
。

成
年
後
見
制
度
を
ご
存
知
で
す
か

　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
、
知
的
障
が
い
や
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
り
、

判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
方
を
、
法
律
的
に
保
護
し
、
支
え
る
た
め
の
制
度
で
す
。

●
物
忘
れ
が
あ
り
、
お
金
の
管
理
が
う
ま
く
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
…
。

●
色
々
な
契
約
が
で
き
な
い
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
…
。

●
頻
繁
に
訪
問
販
売
や
悪
徳
商
法
の
被
害
を
受
け
て
い
る
。

●
相
続
の
手
続
き
な
ど
、
難
し
い
財
産
管
理
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
…
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か

■ご相談・お問い合わせ
　福祉課　福祉係　☎62－3147（直通）
　高齢者福祉課　高齢者支援係　☎62－3157（直通）または、各支所　高齢者児童福祉係

常に判断能力を
欠いている人

後　見

判断能力が著しく
不十分な人

保　佐

判断能力が
不十分な人

補　助

法定後見制度　家庭裁判所により、本人の判断能力に応じた支援
 者（成年後見人、保佐人、補助人）が選任されます。

任意後見制度 判断能力が低下し、任意後見監督人が選任されてから任意後見人の仕事
 が始まります。

　判断能力が不十分になった時に備え、誰にどのような支援をしてもらうか、あらか
じめ自分で決めておきます。（手続きは、公証役場で公証人立ち会いのもと行います）

旧民法と異なり、現在は、成年後見人がついた場合も、戸籍には一切記載されません。

いつまでも自分らしく、住み慣れた地域で暮らすために、ひとりで悩まないでご相談ください。

『佐久の先人検討事業』のご紹介 先人募集
　佐久の先人検討事業は、平成21年12月実施のパブリックコメントを経て、本年度４月よりスタートしました。本
事業は、佐久市にゆかりがあり、市民が語り継いでいく先人を掘り起こし、後世に伝えていこうとするものです。
　検討に際しては、９名による検討委員会が設置されており、監修者に井出孫六さん、中村勝実さん、伊藤純郎さ
んをお願いし、助言をいただきながら進めています。
　検討委員会では、現在約150人の先人選定候補者を挙げ検討していますが、市民の皆さんからも、先人の選定の
ための検討資料として推薦していただくことになりました。
　下記内容により募集いたしますので多くの皆さんに関心を持っていただき、ご推薦をお願いします。

●推薦方法　選定の考え方
●江戸時代以降の人  ●物故者  ●佐久の歴史、風土、生活を支えた人  ●市民や子どもに語り継ぎたい人など
　上記の考え方を参考に、任意の用紙で結構ですので、次の内容を記載のうえ提出してください。なお、内容は
正確に詳しくお書きください。
　①推薦したい先人の氏名、出身地 ②推薦理由や先人が行なった内容 ③参考にした本（文献・資料）の名称など、
　推薦用紙は、郵送かファックス、または、文化振興課の窓口へ直接ご持参ください。

●募集期間　３月１日㈫～４月２８日㈭
■お問い合わせ　文化振興課
　　　　　　　　〒385-0043 佐久市取出町183　野沢会館内　☎62－0664 J64－6132
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新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す

　

70
歳
〜
74
歳
の
方
が
医
療
機
関
で
受
診
さ
れ
た
場
合
の
窓
口
負
担
は
、

制
度
改
正
に
よ
り
本
年
４
月
か
ら
２
割
負
担
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
４
月
か
ら
平
成
24
年
３
月
末
ま
で
の
１
年
間
は
、
引
き

続
き
１
割
に
据
え
置
か
れ
ま
す
。（
た
だ
し
、
３
割
負
担
と
な
っ
て
い
る
方
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
と
な
る
一
定
の
障
害
認
定
を
受
け
た
方
は

変
更
あ
り
ま
せ
ん
）

　

こ
の
た
め
、
既
に
発
行
し
て
あ
る
、
負
担
割
合｢

２
割(

平
成
23
年
３
月

31
日
ま
で
は
１
割)｣
の
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
方
に
つ

い
て
は
新
た
に
受
給
者
証
を
発
行
し
、
３
月
下
旬
に
郵
送
い
た
し
ま
す
。

進
学
し
た
ら
…

Q
国
保
加
入
者
が
、
親
元
を
離
れ

て
大
学
や
専
門
学
校
な
ど
に
進
学

す
る
場
合
、
保
険
証
は
ど
う
な
り

ま
す
か
？

A
市
外
に
転
出
さ
れ
る
場
合
は
、

申
請
に
よ
り
学
生
用
の
保
険
証
を
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
学
生
用
保
険
証
の
申
請
に

必
要
な
も
の

●
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

 

（
学
生
証
は
コ
ピ
ー
可
）

●
国
保
の
保
険
証　

●
印
鑑

会
社
を
退
職
し
た
ら
…

Q
会
社
を
退
職
し
、
職
場
の
健
康

保
険
を
脱
退
し
た
場
合
は
、
保
険

は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

A
健
康
保
険
を
脱
退
し
た
日
か
ら

国
保
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
国
保
の
加
入
手
続
き
に

　

必
要
な
も
の

●
健
康
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
ま
た

は
離
職
票

●
年
金
証
書
（
年
金
を
受
給
し
て
い

る
60
歳
〜
64
歳
の
方
）

●
年
金
手
帳
（
60
歳
未
満
の
方
）

●
印
鑑

※
届
出
が
遅
れ
る
と
、
医
療
費
が
全

額
自
己
負
担
に
な
っ
た
り
、
保
険
料

を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
り
ま
す
。

就
職
し
た
ら
…

Q
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
が
、

就
職
し
て
職
場
の
健
康
保
険
な
ど

に
加
入
し
た
場
合
、
国
保
の
脱
退

の
手
続
き
は
、
自
動
的
に
さ
れ
ま
す

か
？

A
脱
退
の
手
続
き
は
自
動
的
に
は

行
わ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
手
続
き

を
お
取
り
く
だ
さ
い
。

■
国
保
の
脱
退
手
続
き
に

必
要
な
も
の

●
職
場
の
健
康
保
険
証 （
コ
ピ
ー
可
）

●
国
保
の
保
険
証

●
印
鑑

●
高
齢
受
給
者
証 

（
該
当
者
の
み
）

●
学
生
用
の
保
険
証
（
交
付
さ
れ
て

い
た
方
の
み
）

※
国
保
の
保
険
証
は
、
職
場
の
健
康

保
険
に
加
入
し
た
日
か
ら
使
え
ま
せ

ん
。
新
し
い
保
険
証
が
交
付
さ
れ
る

ま
で
の
診
療
に
つ
い
て
は
、
勤
務
先

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
保
険

証
が
変
わ
っ
た
ら
、
必
ず
か
か
っ
て

い
る
医
療
機
関
に
も
届
け
出
て
く
だ

さ
い
。

こ
ん
な
と
き
は
届
け
出
を

【
加
入
手
続
き
の
必
要
が
な
い
方
】

●
退
職
後
す
ぐ
に
再
就
職
し
、
勤
務

先
の
健
康
保
険
な
ど
に
加
入
し
た

方
●
退
職
し
た
会
社
の
健
康
保
険
を
任

意
継
続
し
た
方
（
被
保
険
者
期
間

が
退
職
し
た
日
ま
で
継
続
し
て
２

か
月
〔
共
済
組
合
は
１
年
超
〕
あ

れ
ば
任
意
継
続
を
選
択
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
の
で
職
場
の
担
当
者

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）

●
家
族
が
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

の
被
扶
養
者
に
な
る
方

　

春
は
、
新
し
い
人
生
の
ス
タ
ー
ト
と
な
る
季
節
で
す
。
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
て
い
る
方

が
、
就
職
し
て
会
社
の
保
険
に
加
入
さ
れ
た
り
、
遠
隔
地
の
大
学
・
専
門
学
校
な
ど
に
進
学
さ
れ
る
場
合

は
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

国
保
医
療
課　

国
保
係
☎
６
２
│
３
１
６
４
（
直
通
）

　

ま
た
は
各
支
所
市
民
福
祉
課
市
民
係

国
民
健
康
保
険
の
手
続
き
お
忘
れ
な
く

手
続
き
は
お
早
め
に
、
国
保
医
療
課
国
保
係
ま
た
は
各
支
所
市

民
福
祉
課
市
民
係
（
出
張
所
は
除
く
）
に
て
お
願
い
し
ま
す
。

ホクト㈱佐久第二きのこセンター（仮称）のの
建設が始まりました

　県営「佐久リサーチパーク」内に誘致したホクト㈱が、新たにエリンギを
生産する「佐久第二きのこセンター（仮称）」の建設に着手しました。
　完成予定は６月で、新たな従業員の雇用も予定されております。

■お問い合わせ　商工振興課　産業立地推進係　☎62－3265（直通）


